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防衛省改革会議「報告書」の概要
平成20年７月15日

防衛省改革会議

Ⅰ　はじめに

１　平成19年12月、防衛省・自衛隊の不祥事の頻発を受け防衛省

改革会議を官邸に設置。

２　個々の事案とそれを許容した組織の問題を解明し、再発防止

の方策と改革の方向を示すための検討を重ねる。改革の原則を

機能させ、また、組織の任務に沿った実効的な活動が行えるよ

う、防衛省・自衛隊の組織と意思決定システムの再構築が必要。

３　自衛隊は、多機能・弾力的・実効的に行動すべき時代を迎え

ている。戦後強調された「軍事実力組織からの安全」の更なる

充実強化とともに、今後は「軍事実力組織による安全」という

観点との組み合わせが必要。

４　文民統制を確保しつつ、安全保障機能を効果的に果たしうる

システムの改革をここに提案。

Ⅱ　不祥事案　―問題の所在

１　給油量取違え事案（報告義務不履行）：米海軍艦船への給油量

について、海幕防衛課長が報告した誤った数値によって統幕議

長の記者会見や、防衛庁長官及び官房長官の発言が行われた。

誤りを認識した後も訂正をしなかった報告義務不履行は、プロ

フェッショナリズム（職業意識）の欠如と文民統制への背反。

誤りを正す責任が明確でない組織上の問題も正されるべき。

２　情報流出事案（通信情報革命と情報保全）：秘密情報を含む業

務用データを私有パソコンに取り込んだファイル共有ソフトを

介して部外に流出するなどの事案が平成18年まで立て続けに発

生。急速な通信情報革命に自衛隊の認識がついていけなかった

こと、秘密情報についての保全意識が不徹底であったことが原

因。

３　イージス情報流出事案（先端技術の学習と情報保全）：特別防

衛秘密に該当するイージス情報が正規の手続きを経ることなく

教材として利用され、海上自衛隊内に拡散した事案。最先端技

術への学習意欲が情報保全意識の欠如と結びついて生じたもの。

４　「あたご」衝突事案（基本動作のゆるみ）：海自護衛艦「あた

ご」が漁船と衝突。基本的な規律のゆるみやルール無視の組織

的蔓延、航海技量の欠如がどれほど恐るべき結果を招くかを教

える事案。また、事故発生後の幕僚監部と内部部局における緊

急時の情報伝達の問題が浮き彫りに。

５　前事務次官の背信：前事務次官が接待や金品供与を受け、防

衛装備品の調達に当たって影響力を行使したとされている事案。

調達に際して私的利益を動機にすることは、内部部局官僚が誇

るべきプロフェッショナリズムから最も遠く、忌まわしい背信

行為。最高幹部による重大な逸脱が放置された組織的な背景に

も問題。

６　諸事案の総合検討

不祥事の抑制のためには全組織をあげて目標と任務意識を鮮

明化しつつミスを極小化する継続的な取組みが不可避。

Ⅲ　改革提言a ―隊員の意識と組織文化の改革

１　改革の原則

不祥事案の検討・分析を踏まえ、①規則遵守の徹底、②プロ

フェッショナリズムの確立、③全体最適をめざした任務遂行優

先型の業務運営の確立、の改革の原則を提唱。

２　規則遵守の徹底

自発的な規則遵守意識が組織風土として定着することが必要。

また、守るべき事項を明確にするための規則の整理が必要。

a 幹部職員自身が規則の必要性を理解し、率先垂範すること。

s 形式よりも必要性に着目した規則遵守についての職場教育。

d 機密保持に関する規則の徹底と違反行為の厳正な処分。

f 防衛調達における透明性確保のための責任の所在の明確化、

会議録の作成・公開。

g 抜き打ち監察など監査・監察の強化。

h 規則の必要性の検討及び見直し。

３　プロフェッショナリズム（職業意識）の確立

プロ意識に徹した上官の統率によって組織全体に高い倫理観、

使命感を与えるべき。

a 幅広い視野を持った幹部要員を養成するため、教育プログ

ラムや行政経験の在り方を見直し。

s 自衛隊の各部署における業務量と人員配置のバランスを見

直し、現場の過度な負担を軽減しつつ、基礎的な職場教育の

充実を図る。

d 現代の安全保障に決定的な意味を持つ情報伝達・保全にお

けるプロ意識の醸成。

４　全体最適をめざした任務遂行優先型の業務運営の確立

個々の隊員、部隊等の意識改革に加え、任務遂行を中心に全

体最適をめざす組織文化を創出することが必要。

a 文官と自衛官の一体感と陸・海・空自衛隊の一体感醸成に

よる協働体制の確立。

s 自律的なPDCA（Plan Do Check Act：計画・実施・評価・改

善）サイクルの確立。

d 民間のベスト・プラクティスを参考にしつつ、自衛隊の基

本単位である部隊を統率する指揮官と部下との共通の改善努

力。

f 組織横断的プロジェクトチーム（IPT（Integrated Project

Team））方式による政策立案を通じた政策課題への機動的対

応。

g 防衛調達におけるIPT方式の本格的導入。

h 統合幕僚監部を中心とする統合運用体制の更なる促進。

j 国民が不信を抱かぬよう、各種会見や中央と部隊の間で整

合性の取れた広報の実施。

Ⅳ　改革の提言s ―現代的文民統制のための組織改革

１　組織改革の必要性

防衛省・自衛隊が、上記の改革の三原則をより確実・効果的

に実行するため、組織面での改革が必要。

２　戦略レベル　―官邸の司令塔機能の強化

防衛省のみならず官邸の司令塔機能強化が必要。

a 防衛政策の前提となる国全体としての安全保障戦略を明示。

s 官房長官、外相、防衛相などの閣僚により、安全保障に関

わる重要課題を日常的・機動的に議論する会合の充実。

d 防衛力整備に関する政府の方針等を議論するための関係閣

僚会合の設置。あわせてこれを補佐する常設の機関の設置。

f 安全保障に関わる内閣総理大臣の補佐体制を充実強化する

ため、内閣官房のスタッフの強化。

３　防衛省における司令塔機能強化のための組織改革

a 防衛大臣を中心とする政策決定機構の充実

①　防衛参事官制度を廃止し、防衛大臣補佐官の設置。

②　防衛会議を法律で明確に位置づけ、副大臣、事務次官、

統幕長などの政治家、文官、自衛官の三者による審議を通

じ防衛大臣の政策決定・緊急事態対応を補佐。

③　省としての情報集約や危機管理の対応を行うセンターの

設置。
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s 防衛政策局の機能強化

防衛政策の企画・立案・発信機能の向上を図る。また、自

衛官を登用して運用面での実情を踏まえた機能強化を図る。

とりわけ、国際平和活動等の企画立案や、情報分析能力の向

上に取り組む。

d 統合幕僚監部の機能強化

運用企画局を廃止し、作戦運用の実行は、大臣の命を受け

て統合幕僚長の下で実施。また、部隊出動等や作戦計画等の

重要事項については、防衛政策局を通じ、防衛会議の議を経

て、防衛大臣の決裁を仰ぐ。なお、文官を登用して機能強化

を図る。

f 防衛力整備部門の一元化

①　防衛力整備の全体最適化を図るため、内部部局、陸・

海・空三幕の防衛力整備部門を整理・再編して、整備事業

等を一元的に取扱う整備部門を創設することとし、その具

体的在り方を更に検討。IPT方式の調達を本格実施できる体

制とする。

②　地方調達については、できる限り中央調達に移行させる

見直しを実施。また、独立性の高い第三者チェック体制を

強化。

g その他の重要分野における施策

①　管理部門については、部隊の実情に精通した自衛官を積

極的に登用すると共に極力統合化を図る。

②　自衛官の人事、教育・訓練は、陸・海・空三幕が責任を

負うが、内部部局も制度や政策面から防衛大臣を補佐。

Ⅴ　結びにかえて

本提言の改革の実施計画を早急にとりまとめ、実施に移すべき。

また、組織改革に当たっては、事前に多面的なシミュレーション

を行うべき。

防衛省・自衛隊と警察、海上保安庁との関係を更に緊密にする

とともに国全体としての機能をどう果たしていくか、というよう

な今後検討すべき課題を提起。

防衛省・自衛隊が誇りを持ったプロフェッショナル集団として

再生することを期待。

防衛省改革に関する大臣指示（「検討の柱」）
（平成22年6月3日）

防衛省改革については、これまでの検討においても一部成果があ

り、今後も改革を不断に実施すべきであるが、政権交代を踏まえ、

国民から負託を受けた新政権としての視点で改めてこれまでの検討

を見直すこととしたところ。

新政権としては、不祥事再発防止の観点は当然のこととし、それ

にとどまらず、シビリアン・コントロールの実効性を確保しつつ、

防衛省を取り巻く環境に対応して防衛行政を効果的・効率的に推進

するとの観点から防衛省改革を進めていく方針であり、具体的な見

直しの方向は以下のとおり。

改革の推進にあたっては、全省的な推進体制を構築した上で、必

要な検討を行い、可能なものから速やかに実施すること。

１　中央組織改革について

○　シビリアン・コントロールは防衛政策の根幹であり、これを

確保するためには、その主体であり政治家たる防衛大臣に対す

る、UC各々の専門性を十分に生かした補佐体制が必須。このた

め、内局が省としての意見集約を図る一方で、防衛大臣がUC

各々の専門性を生かした組織的意見を聴くことができる仕組み

は妥当なものと考える。

このような観点から、運用部門や防衛力整備部門における内

局及び幕僚監部への一元化やUC混合化について再検討するこ

と。

○　他方、運用、防衛力整備の両部門において、二元的組織構造

に由来する不具合も指摘されているところ、その是正のための

検討を行うこと。

－　運用部門においては、内局と統幕の業務の重複を避け、UC

の協働を確保しつつ意思決定の迅速化を図るため、事態毎の

シミュレーションを行いながら、業務の在り方について検討

すること。

－　防衛力整備部門においては、予算配分の硬直化を避け防衛

力整備の効率化を図ることも視野に入れつつ、真に実効的な

防衛力を構築するための業務の在り方について検討すること。

－　両部門における意思決定を含め、防衛省における意思統一

については、防衛大臣の補佐機関として政務三役、文官、制

服等から構成される防衛会議が重要な役割を果たすこととな

るが、意思統一の迅速化・効率化等を図るための措置につい

ても検討すること。

－　UCの一体性を醸成するため、若い時期を中心としたUCの

人事交流や研修について検討すること。

２　取得改革について

取得改革については、契約における公正性・透明性の確保に十

分留意するとともに、それにとどまらず装備品の維持・整備分野

における改革や防衛産業・技術基盤の確保等も含め、総合的に検

討すること。

３　人材の確保・育成について

UCの人材確保・育成については、優秀な隊員を確保するととも

に、倫理マインドと幅広い視野を持ちつつ高い規律を保持した隊

員を育成するための施策を検討すること。特に、看護師養成課程

の４年制化については、その実現に向けて全省的な取組を行うこ

と。

４　これまで実施してきた不祥事再発防止策の取扱いについて

防衛省改革会議報告書に基づき実施してきた不祥事再発防止策

については、引き続き実施することとするが、最近の不祥事案

（陸自幹部自衛官不適切発言、空自補給処談合事案等）も踏まえ、

更なる対策が必要か否かについてしっかりと検討すること。
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資料71　防衛省職員の内訳�
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一 般 曹 候 補 生 �

高等工科学校生徒�

航 空 学 生 �

看 護 学 生 �

自 衛 官 候 補 生 �

技 術 海 曹 �
技 術 空 曹 �
陸上自衛官（看護）�

5,107�
1,589�
2,145�
8,841�
202�
�

14�
835�
2,637�
3,472�
3,590�
31,867�
6,274�
9,766�
47,907�
17,309�
2,467�
3,382�
23,158�
189�
277�
466�
6,086�
9,832�
15,918�
6,471�
245�
4,503

（ 760）�
（ 239）�
（ 401）�
（ 1,400）�
（ 27）�
�
（ 9）�
（ 101）�
（ 179）�
（ 280）�
（ 2,654）�
（ 4,567）�
（ 1,185）�
（ 1,499）�
（ 7,251）�
（ 2,379）�
（ 599）�
（ 530）�
（ 3,508）�
（ 61）�
（ 27）�
（ 88）�
（ 2,255）�
（ 1,800）�
（ 4,055）�
（ 1,856）�

182�
116�
65�
363�
28�
�
3�
70�
67�
137�
67�

2,946�
599�
689�
4,234�
4,137�
369�
674�
5,180�
33�
102�
135�
95�
333�
428�
85�
32�
278

（ 11）�
（ 15）�
（ 6）�
（ 32）�
（ 4）�
�
（ 2）�
（ 4）�
（ 3）�
（ 7）�
（ 62）�
（ 108）�
（ 177）�
（ 67）�
（ 352）�
（ 499）�
（ 120）�
（ 58）�
（ 677）�
（ 6）�
（ 6）�
（ 12）�
（ 12）�
（ 34）�
（ 46）�
（ 27）�

28.1�
13.7�
33.0�
24.4�
7.2�
�

4.7�
11.9�
39.4�
25.3�
53.6�
10.8�
10.5�
14.2�
11.3�
4.2�
6.7�
5.0�
4.5�
5.7�
2.7�
3.5�
64.1�
29.5�
37.2�
76.1�
7.7�
16.2

（ 69.1）�
（ 15.9）�
（ 66.8）�
（ 43.8）�
（ 6.8）�
�
（ 4.5）�
（ 25.3）�
（ 59.7）�
（ 40.0）�
（ 42.8）�
（ 42.3）�
（ 6.7）�
（ 22.4）�
（ 20.6）�
（ 4.8）�
（ 5.0）�
（ 9.1）�
（ 5.2）�
（ 10.2）�
（ 4.5）�
（ 7.3）�
（ 187.9）�
（ 52.9）�
（ 88.2）�
（ 68.7）�

区　　　　　　　　　分�

陸�
海�
空�
計�
海�
空�
陸�
海�
空�
計�
陸�
陸�
海�
空�
計�
陸�
海�
空�
計�
人社�
理工�
計�
人社�
理工�
計�
�

推薦�
一般�

曹�

応 募 者 数 � 採 用 者 数 � 倍 　 　 率 �

防 衛 医 科 大 学 校 学 生 �

防 衛 大 学 校 学 生 �

推　薦�

一　般�

（注）１　（　）は女子で内数�
　　　２　数値は平成22年度における自衛官などの募集に係るものである。�

資料74　自衛官などの応募及び採用状況（平成22年度）�

（注）１　統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長または航空幕僚長の職
にある陸将、海将または空将である自衛官の定年は、年齢
62歳。�

　　　２　医師、歯科医師および薬剤師である自衛官ならびに音楽、警
務、情報総合分析、画像地理・通信情報の職務にたずさわる
自衛官の定年は、年齢60歳。�

資料75　自衛官の階級と定年年齢�

階　　　　級� 略　称� 定年年齢�

陸将・海将・空将�

陸将補・海将補・空将補�

１等陸佐・１等海佐・１等空佐�

２等陸佐・２等海佐・２等空佐�

３等陸佐・３等海佐・３等空佐�

１等陸尉・１等海尉・１等空尉�

２等陸尉・２等海尉・２等空尉�

３等陸尉・３等海尉・３等空尉��

准陸尉・准海尉・准空尉�

陸曹長・海曹長・空曹長�

１等陸曹・１等海曹・１等空曹�

２等陸曹・２等海曹・２等空曹�

３等陸曹・３等海曹・３等空曹�

陸士長・海士長・空士長�

１等陸士・１等海士・１等空士�

２等陸士・２等海士・２等空士�

将�

将補�

１佐�

２佐�

３佐�

１尉�

２尉�

３尉��

准尉�

曹長�

１曹�

２曹�

３曹�

士長�

１士�

２士�

60歳�
�

56歳�

55歳�
�

�

�

54歳�
�

�

�

�

53歳�
�

�

－�



資
料
編

529Defense of Japan 2011

資料76　予備自衛官などの制度の概要�

○教育訓練修了後、予備自衛官として
任用�

�

（一般・技能共通）�
○自衛官未経験者（自衛官勤務１年未
満の者を含む。）�

○一般は、18歳以上34歳未満、技能は、
18歳以上で保有する技能に応じ53
歳から55歳未満�

○一般：志願に基づき試験により採用�
○技能：志願に基づき選考により採用�
�

○階級は指定しない�
�
�
�
�
�
�

○一般：３年以内�
○技能：２年以内�

○一般：50日／３年以内（新隊員教
育課程（前期）に相当）�
○技能：10日／２年以内（専門技能
を活用し、自衛官として勤務するた
めの教育）�

○指定階級がないことから昇進はない�
�
�

○教育訓練招集手当： 7,900円／日�
○防衛招集等応招義務は課さないこと
から、予備自衛官手当に相当する手
当は支給しない�

○教育訓練招集�

○防衛招集命令などを受けて自衛官と
なって勤務�

�

○元自衛官、元即応予備自衛官、元予
備自衛官�

�

○士：18歳以上37歳未満�
○幹・准・曹：定年年齢に２年を加え
た年齢未満�

○志願に基づき選考により採用�
○教育訓練を修了した予備自衛官補は
予備自衛官に任用�

○元自衛官：退職時の階級が原則�
○即応予備自衛官：現に指定されてい
る階級�

○元予備自衛官：退職時の階級�
○予備自衛官補�
　・一般：２士�
　・技能：技能に応じ指定�

○３年／１任期�
�

○法律では20日／年以内。ただし、
５日／年で運用�

�
�
�

○勤務期間（出頭日数）を満足した者
の中から勤務成績などに基づき選考
により昇進�

○訓練招集手当： 8,100円／日�
○予備自衛官手当： 4,000円／月�
�
�

○防衛招集、国民保護等招集、災害招
集、訓練招集�

○防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛招
集命令などを受けて自衛官となって、あらかじ
め指定された陸上自衛隊の部隊において勤務�

○元自衛官、元予備自衛官�
�
�

○士：18歳以上32歳未満�
○幹・准・曹：定年年齢に３年を減じた年齢未満�
�

○志願に基づき選考により採用�
�
�

○元自衛官：退職時階級が原則�
○元予備自衛官：退職時指定階級が原則�
�
�
�
�
�

○３年／１任期�
�

○30日／年�
�
�
�
�

○勤務期間（出頭日数）を満足した者の中から勤
務成績などに基づき選考により昇進�
�

○訓練招集手当： 10,400～14,200円／日�
○即応予備自衛官手当： 16,000円／月�
○勤続報奨金： 120,000円／１任期�
○雇用企業給付金： 42,500円／月�

○防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等
招集、訓練招集�

即応予備自衛官� 予備自衛官補�予備自衛官�

基本構想�

採用対象�

採用年齢�

採用など�

昇進�

処遇など�

階級の指定�

任用期間�

応招義務等�

（教育）�
訓練�
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（  　　　）�（  　　　　）�

（  　　　）�（  　　　）�

幹部候補生教育� 初 級 幹 部 ・ 中 級 幹 部 教 育 �

曹長�

自衛官候補生・一般曹候補生・曹候補士教育�

自衛官候補生等教育�

（陸）教育団など　　　　教育団など�

　（自衛官候補性課程）　（新隊員特技課程）�

　　　３月　　　　　　　８～13週�

（海）教育隊　　　　　　教育隊�

　（自衛官候補性課程）　（練習員課程）�

　　　３月　　　　　　　１週�

（空）航空教育隊  �

　（自衛官候補性課程）�

　　　３月�

�

教 育 隊 �

（初任海曹課程）�

３月�

（陸）教育団など（海）教育隊（空）航空教育隊  �

（一般曹候補生（曹候補士）の課程）�

13～24週�

高等工科学校�

（生徒課程）�

約３年�

職種学校など�

（生徒陸曹候補生課程（仮称））�

約１年�

～� 士長　�　２士�

曹 教 育�

～� 曹長　�　３曹�

３尉　　　　～　　　　１尉�

上 級 幹 部 教 育 �

３佐　　～　　２佐　  ・  　１佐�

防

衛

大

学

校

�

（
陸
）�

（
海
）�

（
空
）�

防

衛

医

科

大

学

校

�

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校�

部 隊 な ど �

（陸士特技課程）�

６～13週�

陸曹教育隊�

（陸曹上級課程）�

８週�

術科学校など�

（初級特技員の課程）�

３～46週�

術科学校など�

（術科特修課程）�

２～５週�

航空教育隊�

（上級空曹課程）�

３週�

術科学校など�

（海士特技課程）�

10週～１年�

術 科 学 校 �

（上級の海曹特技課程）�

４週�

航空教育隊�

（空曹予定者課程）�

９週�

  術科学校など�

（中級の海曹特技課程）�

  ９週～１年�

  術科学校�

（上級特技員の課程）�

  ５～26週�

教育団など�

（陸曹候補生課程）�

10週�

  職種学校など�

（陸曹特技課程（初・上））�

  ４週～３年�

高

等

学

校�

一
般
大
学
な
ど

�

部
　
　
　
　
　
　
内�

幹部候補生学校�

（幹部候補生課程）�

６～34週�

幹部候補生学校�

（幹部候補生課程）�

1.5月～１年�

幹部候補生学校�

（幹部候補生課程）�

６～40週�

海上実習�

�

１～６月�

職種学校�

幹部初級�

課程　　�

８週～36週�

部隊�

（隊付教育）�

15週�

部隊�

（隊付教育）�

８週�

職種学校�

幹部上級�

課程　　�

10～26週�

術科学校など�

初級の幹部特�

技課程など�

６～26週�

術科学校�

中級の幹部�

特技課程�

20週～１年�

幹部学校�

（幹部高級課程）�

25週�

幹部学校�

（幹部高級課程）�

６月�

統合幕僚学校�

（統合高級課程）�

５月�

  幹部学校�

（技術高級課程）45週�

（指揮幕僚課程）90週�

  職種学校�

（幹部特修課程）�

　　37～44週�

  幹部学校�

（指揮幕僚課程）１年�

（幹部特別課程）４週�

  術科学校など�

（専攻の幹部特技課程）１年�

幹部学校�

（幹部高級課程）�

25週�

統合幕僚学校�

（統合短期課程）４週�

  幹部学校�

（指揮幕僚課程）47週�

（幹部特別課程）４週�

（  　　　　　）�

幹部学校�

幹部普通�

課程　　�

10週�   術科学校�

（上級の幹部術科課程）�

　　７～12週�

術科学校など�

初級の幹部�

術科課程　�

５～39週�

一般曹候補生教育（曹候補士教育）�

生徒教育� 生徒陸曹候補生教育�

平成22年度以降の入校者（陸のみ）�

（
陸
）�

（
海
）�

（
空
）�

（  　　　　）�

防衛研究所�

（一般課程）�

10月�

１　幹部自衛官及び幹部候補生�

資料77　自衛官の教育体系の概要�

２　曹士自衛官�
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防 衛 研 究 所 �

防 衛 大 学 校 �

陸 上 自 衛 隊 �
（幹部学校等）�

海 上 自 衛 隊 �
（幹部学校等）�

航 空 自 衛 隊 �
（幹部学校等）�

統合幕僚学校�

合 計 �

1�

5�

�

2�

2�

�

10

�

2�

�

�

�

�

2

1�

3�

�

�

�

�

4

1�

�

1�

2�

1�

1�

6

�

�

�

�

1�

�

1

2�

7�

2�

1�

1�

�

13

�

�

4�

�

�

�

4

�

10�

�

�

�

�

10

�

6�

�

�

�

�

6

1�

�

�

�

�

�

1

�

3�

3�

2�

4�

2�

14

1�

�

�

�

�

�

1

�

5�

�

�

�

�

5

�

3�

1�

�

�

�

4

�

4�

�

�

�

�

4

7�

48�

11�

7�

9�

3�

85

タ　イ�
フィリ�
ピン�

インド�
ネシア�

インド�
シンガ�
ポール�

米　国�
パキス�
タン�

フラ�
ンス�

ベト�
ナム�

オースト�
ラリア�

韓　国�中　国�
モン�
ゴル�

カンボ�
ジア�

東ティ�
モール�

小　計�
国　名�

機関名�

資料78　留学生受入実績（平成22年度）� （単位：人）�
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資料79　主要演習実績（平成22年度）�

訓練名�

訓練名�

訓練名�

参加部隊�

参加部隊�

参加部隊�

防衛省・自衛隊�

防衛省・自衛隊�

防衛省・自衛隊�

部外関係機関等�

部外関係機関等�

部外関係機関等�

備考�

備考�

備考�

期間�

期間�

期間�

場所�

場所�

場所�

国際平和協力演習�

自衛隊統合防災演習�
（実動演習）�

自衛隊統合防災演習�
（指揮所演習）�

協同転地演習�
（師団等転地）�

海上自衛隊演習�

協同転地演習�
（連隊等転地）�

東海地震発生時におけ
る統合運用による指揮
所活動を演練し、災害
対処能力の維持・向上
を図る。�
�

東海地震発生時におけ
る統合運用による対処
要領を、関係機関と共
同して実践的に演練し、
災害対処能力の維持・
向上を図る。�
�

自衛隊の最近の国緊活
動における教訓を踏ま
えた実動訓練（第１波
の派遣に係る資材等の
航空機への搭載要領）
を実施。�

我が国防衛のための日
米共同対処に必要な自
衛隊・米軍及び自衛隊
相互間の連携要領を実
動により演練し、共同
統合運用能力の維持・
向上を図る。�

統合運用による自衛隊
の行動等について検
証・演練し、自衛隊の
統合運用能力の維持・
向上を図る。�

国内においてあらゆる
事態に有効に対応する
ため、転地演習を実施
するとともに、主とし
て輸送の場を活用した
海上自衛隊及び航空自
衛隊との協同連携要領
を演練して、各方面隊
の即応性の向上を図る。�

海上作戦における各級
指揮官の情勢判断、部
隊運用、協同／協同連
携要領�

統幕、陸・海・空各幕、各
方面隊、中央即応集団、自
衛艦隊、横須賀地方隊、航
空総隊、航空支援集団等�
�
�
�

統幕、各方面隊、中央即応
集団、自衛艦隊、横須賀地
方隊、航空総隊、航空支援
集団等�
�
�
�
�

統幕、北部方面隊、中央輸
送業務隊、航空支援集団�
�
�

統幕、陸・海・空各幕、各
方面隊、中央即応集団、自
衛艦隊、各地方隊、航空総
隊、航空支援集団等�
人員　　約33,900名�
艦艇　　約40隻�
航空機　約250機�

統幕、陸・海・空各幕、情
報本部、各方面隊、中央即
応集団、自衛艦隊、各地方
隊、航空総隊、航空支援集
団等�

�
第14旅団基幹�
人員　　約2,700名�
車両　　約700両�
�

第６師団�
第22普通科連隊基幹�
人員　　約2,000名�
車両　　約700両�

�
自衛艦隊の各司令部、各地
方総監部等�

約550名�

�
市ヶ谷駐屯地及
び演習参加部隊
等の所在地�
�

市ヶ谷駐屯地及
び参加部隊等の
所在地、政府計
画訓練に係る会
場、静岡県総合
防災訓練各現地
会場等並びに同
周辺海・空域�
�
�

東千歳駐屯地及
び千歳基地�
�
�
�
�

自衛隊・米軍の
施設等、我が国
の周辺海・空域�
�
�
�

市ヶ谷駐屯地、
参加部隊等の所
在地�

�
中部方面区～北
部方面区（矢臼
別演習場）�
�
�

東北方面区～東
部方面区（東富
士演習場等）�

�
海上自衛隊幹部
学校及びその他
参加部隊所在地�

�
22.7.7　�
　～7.9�

（市ヶ谷、朝霞）�
�
�
�

22.8.29　�
　～9.1�

（市ヶ谷、静岡）�
�
�
�
�
�

22.10.18　�
　～10.20�

�
�
�
�

22.12.3　�
　～12.10�

�
�
�
�

23.2.22　�
　～2.25

�

22.6.21　�
　～8.8�
�
�
�

22.6.26　�
　～7.16

�
図上演習�
22.9.13　�
　～9.17

自衛隊統合演習�
（指揮所演習）�

日米共同統合演習�
（実動演習）�

�
�
�
�
�
�
�

内閣府、静岡県庁、警
察庁、消防庁、海上保
安庁等�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

在日米軍司令部、在日
米各軍司令部等�
人員　　約10,400名�
艦艇　　約20隻�
航空機　約150機�

○統合訓練�

○陸上自衛隊�

○海上自衛隊�



資
料
編

533Defense of Japan 2011

資料80　各自衛隊の米国派遣による射撃訓練などの実績（平成22年度）�

17個高射中隊�
�

６個地対艦ミサイル連隊及び特科教導隊�
�

護衛艦２隻�
航空機３機�
潜水艦１隻�
�
敷設艦１隻�
�

潜水艦１隻�
�
�

17個高射中隊�

米国ニューメキシコ州マクレガー射場�
�

米国カリフォルニア州ポイントマグー射場�
�

米国ハワイ及びハワイ周辺海空域並びにグア
ム及び同周辺海空域�
�
�
米国グアム島方面�
�

米国ハワイ及びグアム方面�
�
�

米国ニューメキシコ州マクレガー射場�

ホーク・中SAM部隊実射訓練�
�

地対艦ミサイル部隊実射訓練�
�
�

護衛艦等の米国派遣訓練�
�
�
敷設艦のグアム島方面派遣訓練�
�

潜水艦の米国派遣訓練�
�
�

高射部隊等年次射撃訓練�

22.9.13　�
　～12.8�

22.9.26　�
　～11.8�

22.5.16　�
～8.27�
�

22.9.9　�
　～11.3�

23.1.17　�
　～4.28�
�

22.8.16　�
　～11.17

訓練名� 時期� 場所� 派遣部隊�

陸
上
自
衛
隊�

海
上
自
衛
隊�

航
空
自
衛
隊�

88.5�

92.3�

92.7�

92.3�

92.2�

91.8�

91.3�

91.6�

87.6�

88.4�

88.7�

88.5�

89.1�

89.5�

91.5�

90.5

平６（94）�

７（95）�

８（96）�

９（97）�

10（98）�

11（99）�

12（00）�

13（01）�

14（02）�

15（03）�

16（04）�

17（05）�

18（06）�

19（07）�

20（08）�

21（09）�

19,600�

19,642�

20,204�

20,027�

18,818�

19,280�

19,372�

19,617�

19,645�

19,896�

20,546�

21,379�

21,022�

20,831�

21,177�

20,130

2,251�

1,512�

1,478�

1,548�

1,474�

1,575�

1,687�

1,646�

2,427�

2,298�

2,313�

2,462�

2,205�

2,183�

1,795�

1,911

小　　計�
（D＝B＋C）�

1,056�

598�

541�

376�

348�

390�

439�

489�

1,101�

1,006�

979�

937�

1,047�

856�

642�

620

有償援助額�
（C）�

輸　　　　　　　入�

1,195�

914�

938�

1,173�

1,127�

1,185�

1,249�

1,156�

1,326�

1,292�

1,334�

1,525�

1,158�

1,327�

1,153�

1,290

一般輸入額�
（B）�

17,349�

18,131�

18,725�

18,479�

17,344�

17,704�

17,685�

17,971�

17,218�

17,598�

18,233�

18,917�

18,818�

18,649�

19,382�

18,219

国内調達額�
（A）�

合　　計�
（E＝A＋D）�

国内調達額�
  の比率（％）�
（A／E）�

区分�

年度�

資料81　調達方法別の装備品などの調達額の推移� （単位：億円）�

（注）１　「国内調達額」、「一般輸入額」及び「有償援助額」は、それぞれ「装備品など調達契約額調査」の当該年度結果による。�
　　　２　有償援助額とは、日米相互防衛援助協定に基づき、米国政府から調達した装備品などの金額である。�
　　　３　数値は、四捨五入によっているので、計と符合しないことがある。�
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資料83　社会に貢献する活動�

○部外からの依頼に基づき、自衛隊員以外の者に対する教育訓練を実施�
○警察、海上保安庁や消防職員に対するレンジャーの基礎的な訓練、水中における捜索や救助法、化学災害などへの対処要領の教
育、警察や海上保安庁の職員に対する航空機の操縦訓練、また、防衛研究所や防衛大学校研究科における民間企業や他省庁など
の職員の教育を受託�

○関係省庁などからの依頼に基づき、陸・海・空自衛隊のヘリコプターや政府専用機などにより、国賓や内閣総理大臣などを輸送�
○天皇・皇族の外国ご訪問の際に使用されるほか、内閣総理大臣が国際会議に出席する際などにも使われる政府専用機の運行（な
お、05（平成17）年７月に自衛隊法施行令が一部改正され、重要な用務の遂行のために特に必要があると認められる場合には、
自衛隊機により国務大臣を輸送）�

○国家的行事などにおける天皇・皇族、国賓などに対する儀じょう（注４）、と列（注５）、礼砲（注６）などの礼式�
○諸外国からの国賓に対する歓迎式典などにおける儀じょうや礼砲�

○65（昭和40）年の第７次観測から、砕氷艦の運用などの協力を行い、09（平成19）年度に50周年を迎えたわが国の南極地域観
測事業に大きく貢献するとともに、11（平成21）年就航した新しい「しらせ」により、今後も南極観測事業の支援を実施�

○10（平成22）年11月からの第52次南極地域観測支援では、観測隊員および物資約1,290トンを昭和基地などへ輸送するとともに、
観測隊が計画する海洋観測などの支援を実施�

○気象庁の要請による航空機での火山観測や北海道沿岸地域の海氷観測など各種の観測支援�

○放射能対策連絡会議の要請による高空の浮遊塵の収集や放射能分析、国土地理院の要請による地図作製のための航空測量などの
支援�

○国や地方公共団体などの委託を受けた土木工事など（訓練の目的に適合する場合のみ）（注８）�
○その他、海氷観測、硫黄島への民航チャーター機運航に対する支援や音楽隊派遣などを実施�

項　　目� 活動の細部と実績�

（注）１　自衛隊法100条の２　�
　　　２　自衛隊法100条の５など�
　　　３　自衛隊法６条、自衛隊施行規則13条など�
　　　４　儀じょう：国としての敬意を表するため、儀じょう隊が銃を持って敬礼などをすること�
　　　５　と列：路上に整列し、敬礼をすること�
　　　６　礼砲：敬意を表するために大砲などで空包を撃つこと�
　　　７　自衛隊法100条の４�
　　　８　自衛隊法100条�

教育訓練の受託�
（注１）�

輸送業務�
（注２）�

国家的行事での礼�
式など（注３）�

南極地域観測への�
協力（注７）�

その他の協力�

こくひん�

れつ�ぎ�

　ふ　ゆうじん�

資料82　市民生活の中での活動�

○陸自が地方公共団体などの要請を受けて実施�
○昨年度の処理実績：件数1,589件（平均すれば週約30件）、量にして約50トン。特に、沖縄県での処理量は、約27トン（全国の
処理量の約54％）（なお、発見された不発弾等が化学弾である場合には、自衛隊には基本的には処理する能力はない。化学弾の
識別、信管の有無の確認など可能な範囲で協力） �

○海自が、第二次世界大戦中に敷設された機雷のため設定された危険海域の掃海を実施�
○危険海域にあった機雷の掃海はおおむね終了。現在、地方公共団体などの通報を受けて爆発性の危険物の除去や処理を実施�
○昨年度の処分実績：4,872個、44トン（なお、発見された不発弾等が化学弾である場合には、自衛隊には基本的には処理する能
力はない。化学弾の識別、信管の有無の確認など可能な範囲で協力） �

○防衛医科大学校（埼玉県所沢市）および一部の自衛隊病院（全国16か所のうち、自衛隊中央病院（東京都世田谷区）など５か所）
では一般市民の診療を実施�

○防衛医科大学校では、第３次救急医療施設である救命救急センター（重傷や重体、危篤疾病者の医療を行う施設）を運営�
○自衛隊の主要部隊が保有する衛生部隊は、地方公共団体などからの要請があれば、災害発生時の救急医療、防疫などに努める。�
○陸自開発実験団部隊医学実験隊（東京都世田谷区）、海自潜水医学実験隊（神奈川県横須賀市）、空自航空医学実験隊（東京都立
川市および埼玉県狭山市）が、それぞれ野外衛生、潜水医学、航空医学などの研究を実施�

○防衛医科大学校防衛医学研究センター（埼玉県所沢市）では、救命・救急医学に関する研究などを実施�

○関係機関から依頼を受け、国内でのオリンピック競技大会、アジア競技大会、および国民体育大会の運営について、式典、通信、
輸送、音楽演奏、医療・救急などの面で協力�

○マラソン大会、駅伝大会などに際し、輸送・通信支援などを実施 �

○全国の駐屯地や基地の多くは、地元からの要請により、グラウンド、体育館、プールなどの施設を開放�
○多くの隊員が、市民や地方公共団体などが主催するさまざまな行事に参加したり、個人的にスポーツ競技の審判や指導員を引き
受けるなど、地元の人々と交流�

項　　目� 活動の細部と実績�

（注）１　自衛隊法附則�
　　　２　自衛隊法84条の２�
　　　３　自衛隊法27条、防衛省設置法４条10号など�
　　　４　自衛隊法100条の３など�

不発弾などの処理�
（注１）�

機雷等の除去�
（注２）�

医療面での活動�
（注３）�

運動競技会に対す�
る協力（注４）�

地元との交流�

ぼうえき�

そうかい�
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（障害などの原因）　　（障害などの態様）　（施策の内容）�

　　　　　　　　　　  演習場の荒廃など　　　障害防止工事の助成�

　　　　　　　　　　　　　（騒音防止工事）学校、病院などの防音工事の助成�

  自衛隊などの行為　　　　　　第１種区域　　住宅の防音工事の助成（注１）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  移転などの補償　　移転先地の公共施設の整備の助成�

　　　　　　　　　　  騒音　　第２種区域�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  土地の買入れ　　　買い入れた土地の無償使用�

　　　　　　　　　　　　　　  第３種区域　　緑地帯の整備など�

　　　　　　　　　　  農林漁業などの事業経営上の損失（自衛隊の行為によるものに限る。）　　　損失の補償（注２）�

　　　　　　　　　　  生活又は事業　　　
民生安定施設の整備の助成�　　　　　　　　　　  活動の阻害�  防 衛 施 設 の�

  設 置 ・ 運 用�　　　　　　　　　　  生活環境又は開　　特定防衛施設　　
特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付

�

　　　　　　　　　　  発に及ぼす影響　　関連市町村�

（注１）１　第１種区域、第２種区域、第３種区域�
　　　　　　　　飛行場などの周辺で航空機の騒音に起因する障害の度合に応じて次のように定める。�
　　　　　　　　　第１種区域：75WECPNL以上の区域�
　　　　　　　　　第２種区域：第１種区域内で、90WECPNL以上の区域�
　　　　　　　　　第３種区域：第２種区域内で、95WECPNL以上の区域�
　　　　２　WECPNL（Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level、加重等価継続感覚騒音レベル）�
　　　　　　　　特に夜間の騒音を重視して、音響の強度のほかにその頻度、継続時間などの諸要素を加味して、人の生活に与える影響を評価する�
　　　　　　　　航空機騒音の単位である。�
（注２）　在日米軍などの行為によるものについては、「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」（1953年�
　　　　制定）により損失の補償を行っている。�

資料84　防衛施設周辺地域の生活環境の整備などの施策の概要�
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１　自衛隊や防衛問題に対する関心� ２　自衛隊に対する印象�

調査の概要　調査時期：平成21年１月15日～１月25日�

　　　　　　調査対象：全国20歳以上の者3,000人�

　　　　　　有効回収数（率）：1,781人（59.4％）�

　　　　　　調査方法：調査員による個別面接聴取�

　　　　　　詳細については、＜http://www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-bouei/index.html＞参照�

（％）� （％）�

資料85　「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」抜粋（内閣府大臣官房政府広報室：平成21年１月調査）�

48.1 47.8
43.4

30.2

40.8 41.6 41.2
38.9

31.9
34.4

47.7

50.4 49.6 50.3

54.9

67.3

56.8 57.0 57.8
59.4

67.4
64.7

関心がない（小計）�

関心がある（小計）�
（注）�

良い印象を持っている（小計）（注１）�

（注）昭和59年11月調査までは、「非常に関心がある」と「少し関心が�
　　　ある」の合計となっている。�

（注１）平成18年２月調査までは、「良い印象を持っている」と「悪い�
　　　　印象は持っていない」の合計となっている。�
（注２）平成18年２月調査までは、「良い印象は持っていない」と「悪�
　　　　い印象を持っている」の合計となっている。�

悪い印象を持っている（小計）（注２）�

14.1

47.9

29.2 31.5 29.3
34.9 34.7 33.4 32.8 31.2 29.1

22.1 22.5

47.0

27.8 35.3 7.0 20.7 8.4

0.7

49.2
45.2 44.9 44.5

49.6 49.9

55.6

65.7 67.0

68.8

58.9

69.2
75.4

71.3
74.3 76.7

67.5

76.8
80.5 82.2 80.3

84.9
80.9

24.3
17.6

13.4
17.5 16.7 15.6

19.4
13.4 11.7 10.5 12.9 10.0

14.1

３　海賊対処への取り組み� ４　国を守るという気持ちの教育の必要性�

（％）�

総　数（1,781人）�

（該当者数）�

教育の場で取り上げる必要はない�

教育の場で取り上げる必要がある�

（％）�

取り組んで�
いくべき　�

どちらかと�
いえば取り�
組んでいく�
べき�

どちらかと�
いえば取り�
組む必要は�
ない�

取り組む�
必要は�
ない�

その他�わから�
ない�

取り組んでいく�
べき（小計）　 �

63.2

取り組む必要は�
ない（小計）　�

 29.1
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１　開示請求受付件数�
�

２　開示決定等件数�
�

開 示 決 定 件 数�

部分開示決定件数�

不開示決定件数�

３　不服申立て件数�
�

４　訴訟件数�

836�
�

713�
�

147�

549�

17�

12�
�

0

各地方防衛（支）局�

1,533�
�

1,686�
�

1,098�

459�

129�

275�
�

1

防衛省�

資料86　防衛省における情報公開の実績（平成22年度）�




